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第３章 目指すべき都市像の設定 
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３－１ 将来目標 

（（（（１１１１））））ネットワークネットワークネットワークネットワーク型集約型集約型集約型集約都市構造都市構造都市構造都市構造のののの必要性必要性必要性必要性    

菊池市のこれからのまちづくりにおいては、人口減少局面への突入、少子高齢化のさらなる進行

など、社会経済が縮退していく状況に対応したまちづくりを進めていくことが必要で、その方法と

して立地適正化計画は「ネットワーク型集約都市構造」を実現する具体的な施策を行う計画と位置

付けられています。その目的と施策イメージを整理すると、以下のような点が指摘されます。 

 

  ◇ネットワーク型集約都市構造の目的と施策イメージ 

都市構造の目的（背景） 都市構造の施策イメージ 

○持続可能で効率的な都市運営 

・人口密度低下等による公共公益施設の維持

管理コストの増大の抑制 

 

・人口が減少する集落やコミュニティの日常生

活の維持 

・コンパクト化、集約化、統廃合等による公共公益

施設の立地環境の維持 

・居住地域の密度維持のため、居住地域の集約

化を促進 

・居住地区のコンパクト化や多様で効率的な移動

手段の確保 

○高齢者の生活、子育て環境の充実 

・高齢者の増加による社会保障費の増大や移

動困難者の増加 

・人口減少、高齢化による子育て支援力の低下 

 

・子育て、教育、医療・福祉の集約化や機能分担

による利用環境の向上 

・交通弱者への対応のための公共交通の充実 

○環境負荷の低減 

 

・CO2 の排出削減のための公共交通への転換 

・緑地・農地の保全 

○防災性の向上 ・災害危険性の少ない地域の重点的利用 
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（（（（２２２２））））まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本基本基本基本方針方針方針方針のののの検討検討検討検討    

菊池市のまちづくりの基本方針は、第 2 次菊池市総合計画、及び菊池市都市計画マスタープ

ランに示されるまちづくりの将来像、都市構造のテーマをそのまま引き継いでいくものとしま

す。 

特に、菊池市都市計画マスタープランにおいては、『コンパクト・ネットワーク・シティ』の

形成をテーマとして掲げており、今回の立地適正化計画の目的と合致したものとなっています。 

今回の立地適正化計画の策定趣旨を踏まえ、旧市町村のそれぞれの拠点を活かしながら、そ

れらの拠点に個性、役割を明確化するとともに、自動車交通に依存している地域の交通手段に

ついて、高齢化社会の到来も踏まえ、公共交通であるバス交通や乗り合いタクシーなどの維持

や相互の連絡性の向上、また人口減少社会に対応し、豊かな自然環境や景観と調和しコンパク

トで住みやすいまちづくりを目指します。 

そこで、まちづくりの基本方針を、『個性ある拠点が公共交通で結ばれた住みよいまち』

と定めます。 

 

 ◇まちづくりの基本方針 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【都市構造のテーマ】 

もやいによる集住のまち 

＝コンパクト・ネットワーク・シティ＝ 

【将来像】 

自然の恵みを守り、自然を活かして穏やかな発展を続けていく 

 

   安心・安全の『癒しの里』きくち 

 

第 2 次菊池市

総合計画 

 

菊池市都市計

画マスタープ

ラン 

菊池市立地

適正化計画 

 

【まちづくりの基本方針】 

個性ある拠点が公共交通で結ばれた 

住みよいまち 
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（（（（３３３３））））基本方針実現基本方針実現基本方針実現基本方針実現のためののためののためののための誘導方針誘導方針誘導方針誘導方針    

まちづくりの基本方針の実現イメージを、以下のように設定します。 

 

①公共交通機関や徒歩を中心に、高齢者でも安全に安心して利用できるよう、医療、福祉、

買い物、文化的活動などの中核的施設が集約して立地する拠点の形成 

②高齢化社会を迎え、交通弱者である高齢者の移動手段となる公共交通の運行の維持のため、

公共交通軸沿線への市街地の集約化や、乗り継ぎの利便性の向上 

 

そのための必要な施策、誘導方針は以下のとおりであり、大きく、①公共公益サービスを提

供する中核施設を中心的拠点に集約し、②公共交通の幹線軸において、公共交通の維持のため

市街化の誘導や、乗継利便性の向上による利用の促進を図ります。 

 

 ◇まちづくりの基本方針実現のための誘導方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【まちづくりの基本方針】 

個性ある拠点が公共交通で結ばれた 

住みよいまち 

まちづくりの 

基本方針 

基本方針のイ

メージ 

 

②公共交通幹線路線運行

の維持による移動手段の

確保 

①公共交通機関や徒歩で

利用できる公共公益サー

ビスの集約的立地 

 

課題解決のた

めの必要な施

策・誘導方針 

 

●文化・学習・医療・福祉・

買物などの中核施設を

中心的拠点（都市機能

誘導区域）へ誘導 

●日常的サービス施設は

公共交通軸を中心に、

居住地区の近隣に誘導 

●公共交通幹線軸沿道で

の新規住宅地の供給

（住み替えや移住者用） 

●公共交通の利便性向上

による公共交通利用の

促進 

 

まちづくりの

課題 

➢人口減少で、まちの賑わ

いが薄れ、コミュニティや

公共施設の維持が困難

になりつつある。 

➢公共交通の利便性が悪

く、利用者が減少し、路

線の維持が困難になって

いる。 
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３３３３－－－－２２２２    将来都市構造将来都市構造将来都市構造将来都市構造    

（（（（１１１１））））都市構造都市構造都市構造都市構造のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

菊池市の将来都市構造については、以下の 3 点を基本方針として、コンパクトで持続可能性

のある都市としての骨格形成を図っていくものとします。 

 

①個性ある拠点の形成と役割に応じた都市機能の集積 

➢商業サービス、医療・福祉・子育て、教育、文化、公共サービス等の都市的サービスが効

率的に提供できるよう、旧市町村の中心部を拠点と位置づけ、歩いてサービスを受けられ

る環境の実現を図ります。 

➢拠点の種類に応じて、商業、医療・福祉、教育、文化、スポーツなどの都市機能を集約し、

個性ある拠点の形成を図ります。 

➢拠点の周辺では、地域の特性に応じた利便性の高い住環境の住宅地の形成を図ります。 

 

②拠点、居住エリアのニーズに対応した公共交通ネットワークの形成 

➢運行本数の多いバス路線沿道への施設や居住地の誘導を図り、公共交通利用の利便性を高

め、またバス運行の営業環境の向上を図ります。 

➢人口密度が低く、運行本数の少ないバス路線周辺や農山村部などにおいては、あいのりタ

クシーなどのサービスエリアの拡大や運行回数の増加など、公共交通の維持を図ります。 

➢幹線バスとあいのりタクシー、自家用車、自転車等との乗り継ぎをスムーズにするため、

公共交通乗り継ぎ拠点の形成などを進めます。 

 

③持続可能な都市地域への転換・集約化 

➢人口減少局面の中で公共公益サービスの維持を図るため、これ以上の市街地拡大を抑制し、

拠点や公共交通軸沿道に人口を集約していく土地利用の実現を目指します。 

➢農林業を中心とする地域にあっても、日常生活サービス施設やコミュニティ活動施設の維

持やあいのりタクシーなどによる公共交通の維持を図ります。 
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（（（（２２２２））））拠点等拠点等拠点等拠点等のののの役割分担役割分担役割分担役割分担    

菊池市における都市的サービス施設の立地状況や、周辺環境等を踏まえ、以下のような拠点

を位置付け、個性的な拠点の形成を進めていきます。 

  

◇拠点等の役割分担や整備の方向性 

区分 拠点の場所 特徴 主な整備の方向性 

都

市

計

画

区

域

 

中

心

拠

点

 

菊池中心市

街地（隈府地

区） 

本市の主要公共施設や病

院、商業施設が立地している。

観光や商業の拠点ともなって

いる。 

➢本市の中心地区であり、広域的で多様

な都市的サービス施設の誘導を図る。 

➢広域交通結節点として、多様な路線の

集中、乗り継ぎの利便性向上を図る。 

地

域

拠

点

 

泗水支所周

辺 

行政施設、病院、大規模商

業施設など、主要公共施設の

一定の立地が見られる。 

熊本都市圏への通勤者も

多く、人口も市内で唯一横ばい

の地区となっている。 

➢周辺の増加する人口集積に対応し、大

規模商業施設、病院等高度な都市的

サービス施設の誘導を図る。 

➢熊本都市圏の公共交通ネットワークの結

節点として、基幹バス路線との乗り継ぎ

利便性向上や、広域的な公共交通の利

便性向上を図る。 

都

市

計

画

区

域

外

 

生

活

拠

点

 

七城支所周

辺 

都市的サービス施設の立地

は少ないが、スポーツ施設の

立地が多いことが特徴である。 

➢七城地域の日常的生活サービス提供地

区としての機能誘導を図る。 

➢スポーツ施設の集積を生かし、広域的

なスポーツ拠点の形成を図る。 

旭志支所周

辺 

都市的サービス施設の立地

は少ないが、道の駅旭志周辺

には農林業関係団体等の立

地が見られる。 

➢旭志支所周辺と道の駅旭志周辺の連携

により、旭志地域の日常的生活サービス

地区としての機能誘導を図る。 

➢農林畜産業の拠点として、農林畜産業

振興のための施設等の誘導を図る。 

コミュニティ拠点 集落地区のコミュニティ活動

の拠点となる。 

➢日用品の販売店、コミュニティ活動の

場、避難場所など、住民の日常生活の

維持に必要な機能の誘導を図る。 

 

 

 ◇拠点等の施設立地のイメージ 

 

 

医療施設 相談窓口 診療所 地区病院 中央病院 

福祉施設 訪問系サービス デイサービスセンター 地域包括支援センター 有料老人ホーム 

買い物 日用品等の個店 コンビニエンスストア 食品スーパー 商店街・百貨店 

サービス圏

人口 

～3,000 人 5,000 人～10,000 人 10,000～30,000 人 50,000 人～ 

 資料：国土交通省 

 

 

 

コミュニティ拠点 生活拠点 地域拠点 中心拠点 
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（（（（３３３３））））公共交通公共交通公共交通公共交通軸軸軸軸のののの形成形成形成形成    

主要拠点を結ぶ公共交通軸として、施設や人口の集積に応じて複数の公共交通サービスを用

意し、それらの乗り継ぎ利便性の確保や、乗り継ぎ拠点等の整備により、公共交通による移動

の利便性を高めるものとします。 

 

◇公共交通軸の役割分担や整備の方向性 

役割分担 主なルート 整備の方向性 

幹線バス路

線 

国道 387 号 

（菊池中心市街地～

熊本市方面） 

➢1 日往復運行本数が 100 本/日以上の利便性の高いバス

路線であり、菊池市の中心公共交通軸である。 

➢現在のサービス水準維持のため、沿線やターミナル周辺

において人が集まる施設の誘導や、居住者の増加策を講

じるものとする。 

支線バス路

線 

国道 325 号 

植木インター菊池線 

主要県道（菊池赤水

線、辛川鹿本線等） 

➢1 日往復運行本数が 30 本/日以下の運行本数の少ないバ

ス路線であり、路線存続の危機にある路線も見られる。 

➢現在のサービス水準維持のため、七城や旭志地域での乗

り継ぎ利便性の向上など、利用者の増加策を講じるもの

とする。 

きくちあい

のりタクシ

ー 

幹線バス交通軸以外

の菊池市内の主な居

住エリアのサービス 

➢菊池市内の集落と主要拠点を結ぶ交通手段として、あい

のりタクシー（予約制乗合いタクシー）の充実を図る。 

➢予約方法など運行情報を分かりやすく提供する。 

きくちべん

りカー 

菊池中心市街地の巡

回 

➢菊池中心市街地における主要施設の巡回利用や居住者

の身近な移動サービスを提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通網のイメージ 
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（（（（４４４４））））将来都市構造将来都市構造将来都市構造将来都市構造    

 １）将来都市構造実現における立地適正化計画の位置づけ 

菊池市の都市構造の方向性については、『菊池市都市計画マスタープラン』に示されており、

この考え方は変わらないものとします。また、『立地適正化計画』においては、都市計画区域内

を基本とするため、都市計画区域外の対応も含め、対応方針を明確化します。 

立地適正化計画では、基本的に都市計画区域におけるコンパクトで活気のある都市的空間の

形成を担当し、都市計画区域外の菊池山間部、七城地区、旭志地区の一部については、農林業

生産の維持・活性化のため、日常生活サービスを提供する生活拠点やコミュニティ拠点の形成

を図るものとします。 

 

◇将来都市構造のイメージと実現化のための対応方針 

都市構造のイメージ 

 立地適正化計画での対応 

（主に都市計画区域内） 

 その他の政策等で対応 

（主に都市計画区域外） 

○現在の中心市街地や旧市町

村中心部を核とした、まとま

った市街地の形成 

 

 

➢都市機能誘導区域、居住

誘導区域の指定 

 ➢都市計画区域外の生活

拠点の形成（七城支所、

旭志支所周辺） 

○幹線道路沿道における生活

利便施設等の適切な誘導 

 ➢公共交通軸の形成 

➢都市機能誘導区域、居住

誘導区域の指定 

  

○田園集落の風景環境の維

持・更新と周辺農地等の保全 

 ➢農地への宅地化防止 

➢浸水想定区域での宅地

化防止 

 ➢集落の日常生活支援の

ためのコミュニティ拠

点の形成 

○山林の自然環境の維持・保全

と多様な活用（観光等） 

 ➢緑地、山林等の保全 

➢急傾斜崩壊危険区域等

での宅地化防止 

 ➢山林等の保全 

➢土砂災害危険区域、急傾

斜崩壊危険区域等での

宅地化防止 

○広域ネットワーク充実のた

めの国県道等の機能強化 

 ➢公共交通軸としてのバス交通運行の維持 

➢国道 325 号の 4 車線化に伴い、中心市街地の都市機能誘

導区域内における 4 車線化の検討と県道植木インター菊

池線の拡幅整備による道路ネットワークの強化。 

○旧市町村中心部を相互に結

ぶ地域幹線道路の機能強化 

 ➢拠点間連絡道路の充実 

➢乗り合いタクシー等充実 
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２）将来都市構造のイメージ 

菊池市の都市構造のイメージは、下図に示すように、拠点を中心とするコンパクトな市街地

の形成と、その拠点を結ぶ複数のタイプの公共交通で構成されます。 

    

    
■将来都市構造のイメージ 
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第４章 都市機能誘導区域、誘導施設の検討 
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４－１ 都市機能誘導区域の設定の考え方 

（（（（１１１１））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

・都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導

し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域とされています。 

 

【都市機能誘導区域の候補地の条件】 

 ①鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域 

 ②周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等 

 ③都市の拠点となるべき区域 

 

・菊池市都市計画マスタープランにおいては、菊池中心市街地（隈府地区）を中心商業業務

拠点、泗水支所周辺、七城支所周辺、国道 325 号沿道の道の駅旭志周辺から旭志支所周辺

を地域商業拠点と位置付けています。これらの拠点のうち、都市計画区域内の菊池中心市

街地と泗水支所周辺の２つの拠点が都市機能誘導区域の候補地と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域の指定イメージ 

出典：:国土交通省資料 



 

115 

 

（（（（２２２２））））菊池市菊池市菊池市菊池市におけるにおけるにおけるにおける拠点地区拠点地区拠点地区拠点地区でのでのでのでの都市機都市機都市機都市機能能能能集積集積集積集積のののの状況状況状況状況    

・菊池市で拠点的な位置づけにある菊池中心市街地および七城、旭志、泗水地区の市役所、

支所 1㎞圏における主要な都市機能の集積状況について見ると、下図のとおり、菊池市役

所周辺が圧倒的であり、続いて泗水支所周辺となっています。 

・その中でも市役所 1 ㎞圏においては、文化・教育施設、医療関係、その他福祉施設、幼稚

園・保育所、高齢者福祉施設、大規模商業施設、高等学校の集積割合が高くなっています。

また、泗水支所周辺においては、高齢者福祉施設、病院、商業施設（3,000 ㎡以下）の立

地割合が高くなっています。 

・これに対し、七城支所、旭志支所 1 ㎞圏の立地量は少なく、一定程度の都市機能が集積し

ている区域とは言えない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

市役所・支所

公民館・集会施設

文化・教育施設

スポーツ施設

医療施設全体

病院

医院

歯科診療所

幼稚園・保育所高齢者福祉施設

その他福祉施設

商業施設（3,000㎡

以上）

商業施設（3,000㎡

以下）

商業用地面積(ha)

小学校

中学校

高等学校

市役所１㎞圏

泗水支所１㎞圏

七城支所１㎞圏

旭志支所１㎞圏

■主要拠点における主要都市機能の集積状況 
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４－２ 菊池市における都市機能誘導区域の考え方 

（（（（１１１１））））菊池市菊池市菊池市菊池市におけるにおけるにおけるにおける都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域のののの選定選定選定選定    

・都市機能誘導区域を指定する目的は、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必

要な施設で、都市機能の増進に著しく寄与すると考えられる都市機能増進施設の立地を誘

導する区域を指定することであり、立地誘導のために様々な規制誘導策を行うこととなる

ため、上位計画等において拠点地区として位置づけられた地区であることが望まれます。 

・菊池市都市計画マスタープランで中心商業業務拠点として位置づけられる菊池中心市街地

は、本市の様々な都市機能が集中する地区であり、公共交通の便も優れているため、都市

機能誘導区域として位置づけます。 

・また、泗水支所周辺については、熊本都市圏に近いこともあり、人口が増加傾向にあるこ

と、菊池中心市街地に次ぐ都市機能の集積量があること、熊本都市圏都市交通マスタープ

ランにより、生活拠点と位置付けられており、交通結節機能の強化や日常生活利便施設等

の集積が求められる地区となっています。 

・一方、七城支所や旭志支所及び道の駅旭志周辺は、現状で都市機能の集積は少なく、かつ

公共交通の利便性もそれほど高くありません。立地適正化計画における都市機能誘導区域

は、都市計画区域外での指定はできないため、七城支所や旭志支所周辺は、地域の日常的

生活サービス地区として整備を進めていくことが望ましいと考えられます。 

・このため、本市における都市機能誘導区域は、①菊池中心市街地（隈府地区）、②泗水支

所周辺の２カ所を基本に考えます。 

 

◇都市機能誘導区域の候補地の考え方 

拠点名 

都市機能の

立地状況 

地域地区の 

指定状況 

上位計画等の位置づけ 都市機能誘導区域の候補 

①菊池中

心市街

地 

（隈府地

区） 

・主要拠点中

では第1の

立 地 量 で

ある。 

・用途地域 

・主に商業系地

域 

・都市計画マスターランで

中心商業業務拠点と位

置付けられている。 

・中核的な都市機能誘導

区域として位置づけ

る。 

②泗水支

所周辺 

・菊池中心市

街 地 に 次

ぐ 立 地 量

である。 

・都市計画区域 

・用途地域指定

なし 

・熊本都市圏都市交通マス

タープランで生活拠点

と位置付けられている。 

・都市マスで地域商業拠点

として位置づけられて

いる。 

・菊池中心市街地に次ぐ

第 2 の都市拠点とし

て、中核的な都市機能

や交通結節機能などの

誘導を図る都市機能誘

導区域として位置づけ

る。 

③七城支

所周辺 

・立地量は少

ない。 

・都市計画区域

外 

・都市計画マスターランで

地域商業拠点として位

置づけられている。 

・都市機能誘導区域の位

置づけはできないが、

生活拠点として位置づ

けを行う。 

④旭志支

所及び

旭志道

の駅周

辺 

・立地量は少

ない。 

・国道 325 号沿

道は都市計

画区域 

・旭志支所周辺

は都計外 

・都市計画マスターランで

地域商業拠点として位

置づけられている。 

・都市機能誘導区域の位

置づけはできないが、

生活拠点として位置づ

けを行う。 
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（（（（２２２２））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域ののののエリアのエリアのエリアのエリアの検討検討検討検討    

・都市機能誘導区域のエリアは、一定程度の都市機能の集積があり、多くの人が集まり、徒

歩や公共交通を使って施設を利用する地区がイメージされます。 

・用途地域的に見ると商業地域、近隣商業地域がイメージされ、また、幹線道路に指定され

る路線型の用途地域を基本に考えます。 

・菊池中心市街地では、隈府地区の商業地域や市役所等が集積する公共施設地区、及び国道

等の幹線道路で囲まれるエリアを設定します。 

・泗水支所周辺については、用途地域の指定はありませんが、国道 387 号沿道に特別用途制

限区域が指定されており、今後とも沿道型施設の立地が見込まれます。そこで、泗水支所

や病院、大型商業施設の立地するエリアを中心に設定します。 

 

◇都市機能誘導区域のエリアの考え方 

区域名 区域指定の考え方 面積 

①菊池中心市街地

都市機能誘導区

域 

・商業施設や公共施設、病院等が集中的に立地する地

域で、国道等の幹線道路で囲まれるエリアとする。 

約 123a 

 

②泗水支所周辺都

市機能誘導区域 

・泗水支所周辺で、病院、大規模商業施設の立地が見

られ、国道沿道を含むエリアとする。 

・誘導区域のうち、農振農用地については誘導区域の

指定から除く。 

約 39ha 

 

 

 

    
◇都市機能誘導区域の人口（2010 年） 

◇都市機能誘導区域の人口（2040 年） 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 122.6 34.8 531 2,460 1,278 4,269 7.9% 8.3% 9.0% 8.5%

泗水支所周辺 38.5 11.8 64 252 137 453 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%

都市機能誘導区域合計 161.1 29.3 595 2,712 1,415 4,723 8.9% 9.2% 10.0% 9.4%

都市機能誘導区域外 27,524 1.7 6,086 26,882 12,769 45,737 91.1% 90.8% 90.0% 90.6%

全市 27,685 1.8 6,681 29,594 14,185 50,460 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 122.6 27.0 401 1,695 1,213 3,308 8.1% 7.5% 7.8% 7.7%

泗水支所周辺 38.5 10.0 51 201 133 384 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%

都市機能誘導区域合計 161.1 22.9 452 1,896 1,346 3,693 9.1% 8.4% 8.6% 8.6%

都市機能誘導区域外 27,524 1.4 4,483 20,603 14,289 39,375 90.9% 91.6% 91.4% 91.4%

全市 27,685 1.6 4,935 22,499 15,634 43,068 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率
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■菊池中心市街地都市機能誘導区域(面積：約 123ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■泗水支所周辺都市機能誘導区域（面積：約 39ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・但し、区域内の農振農

用地は除く。 
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４－３ 誘導施設の考え方 

（（（（１１１１））））日常生活利便施設等日常生活利便施設等日常生活利便施設等日常生活利便施設等のののの分布特性分布特性分布特性分布特性    

・都市機能誘導区域における主要な公共公益施設等の分布状況は下表のようになっており、

想定する都市機能誘導区域への集中立地割合が高いものは、中核的文化施設、病院、大規

模商業施設(売場面積 3,000 ㎡以上)があげられます。 

・それ以外の日常的な生活利便施設は、居住地内に分散して立地する傾向が見られます。 

 

◇主要な日常生活利便施設の立地特性 

施設名 

都市機能誘導区域における

施設立地数(割合) 

施設の 800m 圏 

人口(2010) 

①市役所・支所 ２（５０％） 

11,555 人 

（22.9％） 

②

文

化

的

施

設

 

②－1 文化・教育施設 

中核的文化施設 

６（６７％） 

18,728 人 

（37.1％） 

②－2 公民館・集会施設 ２（２２％） 

③

子

育

て

施

設

 

③－1 幼稚園 １（３３％） 

8,252 人 

（16.4％） 

③－2 保育所等 ２（９％） 

31,639 人 

（63.1％） 

③－3 小学校 ２（２０％） 

21,102 人 

（36.7％） 

④

医

療

・

福

祉

施

設

 

④－1 病院 ３（６０％） 

13,223 人 

（26.2％） 

④－2 医院 １９（４６％） 

29,772 人 

（59.0％） 

④－3 高齢者福祉施設 ２（６％） 

34,067 人 

（67.5％） 

④－4 その他福祉施設 １２（２９％） 

27,851 人 

（55.2％） 

⑤

商

業

施

設

 

⑤－1 大規模商業施設(3,000

㎡以上) 

３（５０％） 

 

14,297 人 

（28.3％） 

⑤－2 スーパーマーケット等

(3,000 ㎡以下) 

５（４２％） 

19,588 人 

（38.8％） 

⑤―3 コンビニエンスストア ２（１２％） 

24,461 人 

（48.5％） 

⑥避難場所 

１２（２４％） 

34,067 人 

（67.5％） 
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（（（（２２２２））））各各各各都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな日常利便施設日常利便施設日常利便施設日常利便施設のののの立地状況立地状況立地状況立地状況    

・都市機能誘導施設の候補について、菊池中心市街地と泗水支所周辺の立地状況を見ると下

表のとおりです。 

・菊池中心市街地には前項で示した誘導施設として考えられるものの多くが立地しています。

一方、泗水支所周辺は、菊池中心市街地ほどではないものの、一定の中心的施設の立地が

見られますが、福祉関係施設の立地が少なくなっています。 

 

◇都市機能誘導区域における主要な日常生活利便施設の立地状況 

施設名 菊池中心市街地 泗水支所周辺 

①市役所・支所 １ ①菊池市役所 １ ①泗水支所 

②

文

化

的

施

設

 

②－1 

文化・教育施設の

中核的施設 

４ 

①文化会館 

②勤労青少年ホーム 

③わいふ一番館 

④生涯学習センター 

２ 

①泗水ホール 

②市立泗水図書館 

②－2 

公民館・集会施設 

１ ①中央公民館 １ ①泗水公民館 

③

子

育

て

施

設

 

③－1 幼稚園 ０  １ ①市立泗水幼稚園 

③－2 保育所等 ２ 

①菊池第 2 さくら幼楽園 

②菊池幼楽園 

０ 

 

 

 

③－3 小学校 １ ①隈府小学校 １ ①泗水小学校 

④

医

療

・

福

祉

施

設

 

④－1 病院（病床数

20 床以上） 

２ 

①菊池中央病院 

②川口病院 

１ ①岸病院 

④－2 医院 １７ ※別途記載 ２ ※別途記載 

④－3 

高齢者福祉施設 

２ 

①地域包括支援センター 

②菊池老人福祉センター 

０ 

 

 

④－4 

その他福祉施設 

１２ ※別途記載 ０ 

 

 

⑤

商

業

施

設

 

⑤－1 

大 規 模 商 業 施 設

(3,000 ㎡以上) 

２ 

①菊池 ST エルシティキャニオン 

②菊池ショッピングプラザ夢空間 

１ ①マルショク泗水店 

⑤－2 

スーパーマーケット

等(3,000 ㎡以下) 

２ 

①ドラッグコスモス菊池店 

②ドラッグコスモス菊池南店 

３ 

①ドラッグセイムズ泗水店 

②黒潮市場泗水店 

③コメリ泗水店 

⑤―3 

コンビニエンススト

ア 

２ 

①ローソン菊池隈府 

②セブンイレブン菊池中央店 

０  

⑥避難場所 

９ ※別途記載 ３ ※別途記載 
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（（（（３３３３））））誘導施設誘導施設誘導施設誘導施設のののの選定選定選定選定    

 

・以上の分析を通し、菊池市における誘導施設選定の考え方を整理すると以下の通りです。 

 

●誘導施設の候補である日常生活をサービスする施設の市内分布についてみると、それぞれ

の分野の中心的施設や大規模施設は都市機能誘導区域及びその周辺に立地する傾向が見

られますが、幼稚園・保育所、医院、高齢者福祉施設、スーパーマーケット・コンビニエ

ンスストアなどは、市内の居住地域周辺に分散的に立地し、日常生活に身近な施設として

機能している状況にあります。 

●今回設定する都市機能誘導区域の範囲はいわゆる都市の中心的拠点を想定し、そこに賑わ

いの創出や高度な都市的サービスを提供していく地域として位置付けています。したがっ

て、誘導施設については、それぞれの分野での中心的施設を位置づけるものとします。 

●菊池中心市街地と泗水支所周辺は、数量的な違いはあるものの、それぞれ中心的施設の立

地が見られることや、将来の都市構造上、２つの重要な拠点として魅力を高めていく必要

性が高いことから、誘導施設は共通のものを設定します。 

●新規の施設として、菊池市の中心的文化・教育施設として図書館を位置づけ、菊池中心市

街地都市機能誘導区域内に、複合施設（生涯学習センター）として整備することにより、

人と情報が交流する場を創出し、新たな文化・コミュニティ推進の拠点として整備します。 

 

◇誘導施設の考え方 

誘導施設 具体的イメージ 

①文化施設・教育施設・保健福

祉施設等で、市の中心的施設

として位置づけられるもの

（図書館、文化施設、保健・

福祉・子育て等の中心的施設 

など） 

●図書館 

・図書館法第２条第１項に定める図書館 

●文化施設 

・地域住民の相互交流を目的とし、地域住民が利用で

きる多目的ホール、集会場機能等を備える施設 

●保健・福祉 

・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律第２条第４項に定める特定民間施設等 

●その他公共公益サービスを提供する多くの人が利用

する中心的施設 

②病床数が 20 床以上の総合的

診療部門を有する病院 

・医療法第１条の５第１項に定める病院 

③売場面積が３,000 ㎡以上の

大規模商業施設 

・大規模小売店舗立地法に基づく届出で店舗面積 

3,000 ㎡以上の店舗 

④行政施設 ・市役所、支所、国及び県の機関 

⑤子育て支援施設 ・保育所、認定こども園 

⑥教育文化施設 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校 
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４－４ 公的不動産の活用方針 

（（（（１１１１））））都市全体都市全体都市全体都市全体におけるにおけるにおけるにおける公的不動産公的不動産公的不動産公的不動産のののの活用方針活用方針活用方針活用方針    

・公共施設の老朽化が進んでおり、管理・建替えコストの増大が懸念され、今後の財政悪化

を考慮すると、現在の公共施設の維持更新の継続は困難であるため、菊池市公共施設等総

合管理計画と連携を図り、公共施設の集約化・効率化を進めるとともに、公的不動産の再

配置を検討します。 

 

（（（（２２２２））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域におけるにおけるにおけるにおける公的不動産公的不動産公的不動産公的不動産のののの活用方針活用方針活用方針活用方針    

・都市機能の誘導にあたっては、民間機能への活用等も視野に入れ、公的不動産の有効活用

を図りながら、都市機能誘導区域内への施設誘導を図ります。 
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第５章 居住誘導区域の検討 
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５－１ 居住誘導区域の設定の考え方 

（（（（１１１１））））居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域のののの設定設定設定設定のののの条件条件条件条件    

・居住誘導区域は、コンパクトシティの考え方に基づき、今後優先的に居住機能を誘導して

いく地域として位置づけられ、基本的には現在の用途地域の範囲内とされ、その中で災害

等の発生の危険性がある地域や、居住に適さない工場地、長期間宅地化されない田畑等、

また空き家や空地が顕在化しつつある市街地を除くエリアとされています。 

 

【居住誘導区域の候補地の条件】 

 ➣都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺区域 

 ➣都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、

都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

 ➣合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

（（（（２２２２））））居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

・本市においては、主な居住ゾーンとして、菊池地区に指定された用途地域があります。ま

た、泗水地区においても人口が集積しているエリアがあり、今後の持続可能な市街地形成

を考えるうえで、現在は用途地域の指定がない泗水地区についても居住誘導区域の指定を

考えていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住誘導区域の指定イメージ 
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５－２ 居住誘導区域の設定 

（（（（１１１１））））菊池市菊池市菊池市菊池市におけるにおけるにおけるにおける居住居住居住居住誘導区域誘導区域誘導区域誘導区域のののの選定選定選定選定    

・菊池市における主要な居住地域について、立地適正化計画の中で居住誘導区域として位置

づけることが適切な区域の検討を行いました。 

１）用途地域指定地区 

・居住誘導区域の条件の一つとして、用途地域の指定がある区域があり、居住に適した用途

地域を選定します。下表の「①菊池中心市街地地区」が該当します。 

２）上位計画等で市街化を想定している区域 

・泗水地区は用途地域が指定されていませんが、菊池都市計画区域マスタープラン（区域マ

ス、熊本県）で、国道 387 号沿道は近隣商業・業務地区として位置づけられており、居住

誘導区域としての指定が想定されます。 

３）特定用途制限地域の指定など市街化が想定される区域 

・泗水の富の原地区、桜山地区は特定用途制限地域の指定により住環境の保全を図っており、

バス交通の利便性の高い富の原地区は居住誘導区域の指定が想定されます。 

・このため、本市における居住誘導区域は、①「菊池中心市街地地区」、③④⑤を一つにま

とめ「泗水国道 387 号沿道地区」の２カ所を基本に考えます。 

 

◇居住誘導区域の候補地の考え方 

主要な居住地区 

地域地区指定や上位計画等

の位置づけ 

居住誘導区域の候補 

①菊池中心市街地

地区 

・用途地域 

・菊池市の主たる市街地と

なっている。 

・都市施設の利便性、公共交通の利便性の面から、

居住誘導区域にふさわしい。 

・宅地化の候補地である農地もまだ多く見られる。 

②植木インター菊

池線バイパス沿

道 

・特定用途制限地域 ・近年宅地化が進行している。 

・バイパス沿道以外は接続道路が未整備な地区が多

く、スプロール化が懸念される。 

③泗水支所周辺 

・上位計画で地域拠点、生

活拠点の位置づけ 

・都市計画区域 

・泗水支所周辺の都市機能誘導区域指定と合わせ、

利便性の高い住宅地としていくことが望まれる。 

④国道 387 号沿道 

・特定用途制限地域 

・区域マスで近隣商業・業

務地として位置づけ 

・バス交通の便利な地区であり商業施設等の立地も

進んでいるため、熊本市への通勤住宅地的な宅地

化が望まれる。 

⑤富の原地区 

・特定用途制限地域 ・泗水地区でも人口増加が目立つ地区であり、宅地

化が進行している。 

・バス交通の利便性もよい。 

⑥桜山地区 

・特定用途制限地域 ・民間による宅地開発が行われた地区で、一定の人

口集積が見られるが、新たな受け皿としての余力

は少なく、またバス交通の利便性も低い。 

⑦七城支所周辺 

・都市マスで市街地ゾーン

として位置づけ 

・都市計画区域外 

・人口集積規模も少なく、周辺は農用地が多く、受

け皿としての余力は小さい。 

⑧旭志支所周辺 

・都市マスで市街地ゾーン

として位置づけ 

・都市計画区域外 

・人口集積規模も少なく、周辺は農用地が多く、受

け皿としての余力は小さい。 

⑨国道 325 号旭志

道の駅周辺 

・区域マスで近隣商業・業

務地として位置づけ 

・周辺は農用地指定が多く、まとまった住宅地の形

成は難しい。 
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（（（（２２２２））））居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域のののの指定指定指定指定エリアのエリアのエリアのエリアの検討検討検討検討    

・居住誘導区域は、上記の検討を踏まえ、菊池中心市街地と泗水国道 387 号沿線の２地区を

設定します。 

・菊池中心市街地居住誘導区域は、現在の用途地域を基本に、居住に適さない急傾斜崩壊危

険区域や準工業地域等を除外したエリアを設定します。 

・泗水国道 387 号沿道居住誘導区域は、国道 387 号沿道に指定される特定用途制限地域を基

本に、富の原地区の宅地化が進んでいる地区を加えたエリアを設定します。なお、居住誘

導区域内にある農振農用地は、居住誘導区域の指定から除きます。 

 

◇菊池市の居住誘導区域の諸元 

名称 面積 人口（2010） 設定の根拠等 備考 

①菊池中心

市 街 地 居

住 誘 導 区

域 

約 342ha 10,596 人 

（21.0％） 

・現用途地域を基本に、非居住系施

設の立地が多い準工業地域(国道

325 号沿道)等を除外する。 

人口密度は約 31 人

/ha と比較的高い。 

②泗水国道

387 号 沿

道 居 住 誘

導区域 

約 132ha 3,389 人 

（6.7％） 

・国道 387 号沿道の特定用途制限地

域や富の原地区の市街地を中心に

指定する。 

・但し、誘導区域内の農振農用地は

誘導区域の指定から除く。 

人口密度は約 26 人

/ha とやや低い。 

計 約 474ha 13,985 人 

（27.7％） 

  

 

◇居住誘導区域の人口（2010 年） 

◇居住誘導区域の人口（2040 年） 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 341.6 31.0 1,354 6,150 3,091 10,596 20.3% 20.8% 21.8% 21.0%

泗水国道387号沿道 132.1 25.7 510 2,087 793 3,389 7.6% 7.1% 5.6% 6.7%

居住誘導区域合計 473.7 29.5 1,864 8,237 3,884 13,985 27.9% 27.8% 27.4% 27.7%

居住誘導区域外 27,211 1.3 4,818 21,357 10,300 36,475 72.1% 72.2% 72.6% 72.3%

全市 27,685 1.8 6,681 29,594 14,185 50,460 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 341.6 25.4 1,018 4,465 3,188 8,672 20.6% 19.8% 20.4% 20.1%

泗水国道387号沿道 132.1 24.1 380 1,783 1,026 3,188 7.7% 7.9% 6.6% 7.4%

居住誘導区域合計 473.7 25.0 1,398 6,248 4,213 11,860 28.3% 27.8% 26.9% 27.5%

居住誘導区域外 27,211 1.1 3,537 16,251 11,421 31,208 71.7% 72.2% 73.1% 72.5%

全市 27,685 1.6 4,935 22,499 15,634 43,068 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率
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■菊池中心市街地居住誘導区域 

■菊池中心市街地居住誘導区域（341.6ha） 

・現在の用途地域を基本に一部線状となってい

る用途地域を除外して設定。 

・国道 325 号の西側の沿道型用途地域は除外。 

■菊池中心市街地都市機能誘導区

域（122.6ha） 

・商業施設や公共施設、病院等が集

中的に立地する地域で、国道等の幹

線道路で囲まれるエリアを設定。 
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■泗水国道 387 号沿道居住誘導区域 

■泗水居住誘導区域（132.1ha） 

・国道 387 号沿道の特定用途制限地域、東側は

特定用途制限地域を含む、市街化が進行して

いるエリアを中心に設定。 

・但し、区域内の農振農用地は誘導区域の指定

から除く。 

■泗水都市機能誘導区域（38.5ha） 

・泗水支所周辺を中心に国道 387 号

沿道の特定用途制限地域までを中

心に設定。 

・但し、区域内の農振農用地は誘導区

域の指定から除く。 
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